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（ 報告Ⅱ）             

都 市 交 通 委 員 会 資 料 

令 和 ５ 年 1 0 月 1 8 日 

交 通 局 

 

 

市バス営業所の職場環境及び組織風土改善に関する対応について（ 報告）  

 

 令和４ 年３ 月に発覚し た市バス営業所のハラ スメ ント 事案を 受け、 弁護士による 外部調査並び

に第三者調査委員会による調査を 実施し た結果、特定の営業所におけるハラ スメ ント 行為のほか、

各営業所における時間外勤務の不適切な事務処理が判明し 、 また、 営業所の組織風土に関する問

題点についても ご指摘を いただき まし た。  

 交通局と し て、 こ の不適切事案を 深刻に受け止め、 市民の皆様並びにご利用のお客様に深く お

詫び申し 上げると と も に、 今後二度と こ のよう な事案が発生するこ と のないよう 組織風土の見直

し 及び再発防止を 徹底し 、 新生・ 交通局と し て、 市民の皆様に信頼いただける組織と なるよう 取

り 組んでまいり ます。  

 

１ ． 調査結果報告書の概要 

 （ １ ） 弁護士による外部調査（ 調査期間： 令和 4 年 4 月 1 日～11 月 2 日）  

・ 特定の営業所の組合役員による職場内の権限、 影響力の増加 

・ 特定の営業所内でのハラ スメ ント 行為等 

・ 特定の営業所における勤務実績を伴わない超過勤務手当  など 

 （ ２ ） 第三者調査委員会（ 調査期間： 令和 4 年 12 月 9 日～令和 5 年 8 月 4 日）  

    ・ 超過勤務実績の不適切な繰り 越し 処理 

    ・ 複数の営業所における勤務実績を伴わない超過勤務手当 

    ・ 親睦会引き 去り の問題点 

    ・ 調査結果に対する問題認識（ 管理態勢、 特有の文化、 意識の鈍麻、 組合影響力増加）  

    ・ 再発防止策 

 

２ ． 調査結果を踏まえた対応 

 当初の弁護士調査結果報告（ 令和４ 年 10 月及び 11 月） を受け、 再発防止並びに職場環境及び

組織風土の改革に向けた取り 組みを 速やかに実施し てき まし たが、 こ の度の第三者調査委員会に

よる調査報告並びに提言を 踏まえ、 関係職員への処分を 実施し たほか、 現在進めている実施事項

について、 今後も 引き 続き 、 確実に履行し てまいり ます。  

 

（ １ ） 関係職員への処分（ 別添参照）  

  別添のと おり 10 月 13 日に関係職員７ 名への懲戒処分（ 免職１ 名、 停職２ 名、 減給１ 名、 戒

告３ 名） に加え、 一連の管理監督責任と し て 19 名の管理職員に対する処分（ 減給９ 名、 戒告３

名、 訓戒７ 名） を 行いまし た。  

 

※令和４ 年 10 月の中間報告書で指摘のあっ た特定の営業所におけるハラ スメ ント 等の行為に

ついては、令和５ 年３ 月 13 日に関係職員のう ち５ 名の処分（ 停職２ 名、戒告３ 名） を 実施済。  
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（ ２ ） 市バス営業所の組織風土見直し の取り 組み 

①営業所管理体制の確立 

  営業所長への業務精通者の配置による指揮監督の強化 

  営業所統括部門の設置による統一的な営業所の運営管理、営業所長へのバッ ク アッ プ

体制強化 

②営業所風土の体質改善 

  新たに策定し た「 交通局自動車部営業所人事・ 組織運営方針」 に基づいた人事異動の

実施 

  職員目安箱の設置、 ハラ スメ ント 相談窓口を 記載し たカ ード を 全職員に配付 

  多様性・ 職員確保の観点から の女性職員採用の取り 組み強化 

  各役職、 職種間の役割の明確化による業務遂行円滑化及び指揮命令系統の確保 

③管理職の指導力強化 

  所長をト ッ プに副所長、 運行管理者が補佐する仕組みの徹底 

  管理職への各種研修（ マネジメ ント 、 ハラ スメ ント 等） の実施 

  将来、 営業所管理を担う べき 人材の段階的な育成 

④管理人材（ 運行管理者、 班長職等） の登用・ 育成 

  運行管理者の資質向上研修を 実施 

  乗務主任・ 副主任制度の導入によるキャ リ アステッ プ形成  

  頑張っ た職員が報われる人事・ 給与制度の検討 

⑤職員の意識改革 

  交通局全職員を対象にハラ スメ ント 研修の実施 

  ガバナン ス向上を 目的と し た労働関係法令研修（ 働き 方や適切な労使関係）  

  制服着用基準の統一並びに厳格化 

⑥職員の人材育成・ 資質向上 

  日本一安全・ 安心な市バス実現を 目指し た全運転士研修の実施 

  日常執務の適切な人事評価反映による業務改善・ 提案意識の醸成、 共有化 

  職員の能力向上に資する研修の実施（ 応対接遇、 文書作成、 危機対応 等）  

⑦業務内容の標準化・ ルール化 

  明文に基づく 業務処理による 営業所ごと の慣例の排除及び勤怠管理等の統一化 

⑧長時間勤務の解消 

  職員採用の強化等並びに勤務時間イ ンタ ーバル管理など時間外勤務の管理徹底による

改善基準告示の遵守 

⑨職員の健康管理 

  看護職員による健康管理の強化及び健康診断等への職務命令徹底 

⑩職場環境の改善 

  庁舎の適正利用及び適正化の維持継続へのチェ ッ ク 体制構築 

  働き やすい職場環境を 目指し た執務環境改善、 女性が働き やすい職場環境整備 

⑪その他指摘さ れた要改善事項 

  職員の出退勤管理及び業務管理の徹底 

  不適切な金銭貸付や本来目的から 乖離し た親睦会費による高額引去り の禁止 

 

※ 上記各取り 組みについては、 交通局長をト ッ プと し て局内に設置し た「 運営改善会議」 に

おいて定期的に進捗を 確認 
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（ ３ ） 外部委員による評価委員会の設置 

 営業所の職場環境及び組織風土が継続的に適切な状態に保たれているかを 確認するため、 外部

委員により 評価を 行う 評価委員会を 立ち上げ、 毎年度定期的に評価を実施する 。  

 

・ 委員会名：（ 仮称） 神戸市交通局市バス営業所の管理運営に関する評価委員会 

 ※現在の「 市バス営業所管理の委託に関する評価委員会」 を 発展的に改称・ 拡充 

                         （ 附属機関と し て設置、 条例改正）  

・ 外部委員： 弁護士、 社会保険労務士、 自動車運送事業に知見のある者、 利用者代表等 

・ 評価項目： ①こ れまで委託営業所に対し て実施し ていた「 安全・ 安定運行」、「 サービス水準」、

「 法令順守」 等について直営営業所を 評価対象に加える 

②直営営業所については「 執務・ 服務管理」、「 管理運営体制」、「 安全管理・ 指導教

育」 についても 評価を 実施 
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（ 別添）  

 

 処分の概要 

 

１ ． 関係職員への処分（ 計７ 名）  

事案 処分事由 被処分者 処分の

内容 

概要 

１  

パワー・

ハラ スメ

ント 、 虚

偽の公文

書作成、

不適切な

事務処理 

一般職員・

男性・ 56

歳 

免職 ・ 職場内での優位な立場を 背景に、 職場内の掲示板に内部

告発行為を非難する内容の文書を 掲示し 、 その行為を 同

僚職員が行っ ていると 周囲の職員に吹聴し 、 話を し ない

よう 呼び掛けるなど、 人間関係の切り 離し を図っ た。  

・ 組合支部役員の批判を行っ た職員ら を 背後で操っ ていた

と し て別の職員を 批判し 、 更に別の職員ら の人格や能力

を 否定する内容の文書を職場内の掲示板に複数回掲示し

た。  

・ 更に別の職員２ 名に対し 、 労働組合支部に加入し てない

こ と を理由に勤務シフ ト から 外すなど不利益を 与えた。  

・ 職員が長時間勤務による産業医面談の対象と なる こ と を

回避する ため、 時間外勤務の一部を翌月以降の時間外勤

務が少ない月に計上するなど不適切な事務処理を 職員に

行わせたこ と により 、 営業所運営に重大な支障を 生じ さ

せた。           

２  

不適切な

事務処理 

一般職員・

男性 

① 55 歳       

② 57 歳        

③ 56 歳        

④ 47 歳 

 

 

①停職 

（ １ 月）  

②～④  

戒告 

・ 事案１ の被処分者の指示により 、 ①の職員を 中心に、 職

員が長時間勤務による産業医面談の対象と なら ないよ

う 、 長時間勤務と なっ た月の時間外勤務の一部を 翌月以

降の時間外勤務が少ない月に計上するなど、 不適切な事

務処理を 行っ た。  

３  

諸給与等

の不適正

受給 

一般職員・

男性・ 56

歳 

停職

（ ３

月）  

・ 平成 21 年３ 月の組合支部長就任以降、 本来業務と は異

なる業務を行い、 毎月約 16 時間分の時間外勤務を行っ

たも のと し て報告し ていたが、 実際に従事し た日時・ 業

務内容と 異なる内容での報告を行っ ていた。  

※処分日付で返還請求（ 平成 25 年９ 月～令和２ 年９ 月分

（ 計 85 月分） 、 2, 951, 411 円）  

※退職者１ 名（ 男性・ 63 歳） についても 同日付で返還請求

（ 平成 31 年３ 月～令和２ 年９ 月分（ 計 19 月分） 、

688, 356 円）  

４  

諸給与等

の不適正

受給 

再任用職

員・ 男性・

64 歳 

減給

（ 平均

賃金の

日額の

2 分の

1）  

・ 平成 17 年３ 月の組合支部長就任以降、 本来業務と は異

なる業務を行い、 その一部について時間外勤務と し て申

請し ていたと こ ろ 、 一部不適切な状況が認めら れた。  

※不認定と し た時間外勤務手当は処分日付で返還請求を行

っ た。 （ 平成 25 年９ 月～令和２ 年３ 月分（ 計 79 月

分） 、 898, 359 円）  

※処分はいずれも 令和５ 年 10 月 13 日付 
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２ ． 管理監督責任（ 計19名）  

【 処分の内容】  

処分量定 対象者（ 現所属）  元役職 対象と なる行為 人数（ う ち退職者数）  

減給６ 月間 

（ 1/10）  

退職者 局長級 a, i  
２ 名（ １ 名）  

経済観光局 局長級職員 部長級 a, b, d, e, i  

減給３ 月間 

（ 1/10）  

建設局   課長級職員 課長級 c, d, e, f , g 
２ 名 

西区    課長級職員 課長級 h 

減給１ 月間 

（ 1/10）  

都市局   部長級職員 部長級 a, i  
２ 名（ １ 名）  

退職者 部長級 a 

減給 

（ 日額1/2） 

交通局   部長級職員 課長級 b, g, i  
３ 名（ ２ 名）  

 
退職者 課長級 h 

退職者 課長級 h 

戒告 

交通局   課長級職員 課長級 e, f , i  

３ 名 交通局   係長級職員 係長級 h, j  

交通局   係長級職員 係長級 h 

訓戒 

交通局   局長級職員 局長級 k 

７ 名 

文化スポーツ局 課長級職員 課長級 g 

こ ども 家庭局 課長級職員 課長級 g 

交通局   課長級職員 係長級 g 

区役所   部長級職員 課長級 j  

福祉局   課長級職員 課長級 j  

区役所   課長級職員 課長級 j  

※ 既に退職し ている者については、 懲戒処分相当額の自主返納を 求める。  

【 対象と なる行為】  

a. 2018年度に全市的に労使関係の適正化が行われた際（ も し く はそれ以降）、局の幹部職員と し て十分な現場実態の把

握及び是正を行わなかっ た。  

b. 処分案件１ の被処分者に対し 、 本来職制が担う べきダイ ヤ編成や勤務割り 振り への関与を容認するなど特別な取り

扱いを行う こ と により 、 当該組合役員の職場内における影響力増大を助⻑ さ せ、 処分案件１ における一連のハラ ス

メ ント 行為を生む要因と なっ た。  

c. 処分案件１ の被処分者をはじ めと し て職場内で行われていたハラ スメ ント 行為等について、 管理職と し て適切に是

正を行わなかっ た。  

d. 処分案件１ の被処分者によ り 非組合員が勤務シフ ト から 外さ れる などの不利益な取り 扱いを 受ける こ と になっ た

際、 管理職と し て適切な措置を講じ なかっ た。  

e. 処分案件１ の被処分者が市バスの運転士から 事務職員に転任し た際、 研修や職務割り 当てが適切に行われるよう す

べきと こ ろ 十分な対応を怠っ た。  

f . 処分案件１ の関連でハラ スメ ント の相談を受けた際、 相談者に同意なく 加害者側と なる職員に事実確認するなど配

慮に欠く 対応を行っ た。  

g. 処分案件２ について、 管理職に無断で不適切な時間外勤務実績の繰り 越し 処理が行われていたと こ ろ 、 管理職によ

る十分なチェ ッ ク が行われず、 ⻑ 期間不適切な事務処理が継続さ れていた。  

h. 処分案件３ の管理職と し て、 職場内で勤務の実態を伴わない時間外勤務申請が行われていたにも 関わら ず、 その実

際の勤務について確認を怠り 、 ⻑ 期間にわたり 不適切な給与の支給が行われた。  

i . 処分案件３ の行為が2020年10月に発覚し た際、適正な事実調査、原因究明、再発防止を講ずるための対応を怠っ た。  

j . 処分案件４ の管理職と し て、 所属職員の時間外勤務の一部が本来行う べき業務と し ての必然性に乏し く 、 返還の対

象と なっ たこ と に対する結果責任。  

k. 市バス営業所において、 ハラ スメ ント 行為や時間外勤務手当の不適切な申請など、 複数の不適切事案が行われていた

一連の結果責任。  
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